
参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育所におい

て保育室等を３階に設ける場合は、引き続き耐火建築物であることとするため、

この条例を制定するものである。 

 

議案第１６２号 

 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和元年１１月２５日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例（平成２６年川崎市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項ただし書中「において準用する」を「において読み替えて準用

する」に、「第４５条第３項第２号から第８号まで」を「第４５条第３項各号」

に改める。 

第１４条第１項の表中 

「 

第４５条第３項第１

号 

耐火建築物又は同条

第９号の３に規定す

る準耐火建築物（同

号ロに該当するもの

を除く。）  

耐火建築物  

                                  」 

を 



「 

第４５条第３項第１

号 

耐火建築物（建築基 

準法（昭和２５年法 

律第２０１号）第２ 

条第９号の２に規定 

する耐火建築物をい 

う。以下この号にお 

いて同じ。）又は準 

耐火建築物（同条第 

９号の３に規定する 

準耐火建築物をいい、 

同号ロに該当するも 

のを除く。）（保育 

室等を３階以上に設 

ける建物にあっては、 

耐火建築物）   ｚ 

建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条

第９号の２に規定する耐

火建築物       ｚ

ｚ 

                                  」 

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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   制 定 要 旨 

 

 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園において保育室等を３階に設ける場

合は、引き続き耐火建築物であることとするため、この条例を制定するもので

ある。 




